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介護給付適正化推進運動の実施
～全保険者が第一歩を踏み出そう～

１．趣旨

介護保険制度は老後を支える基礎的な社会システムとして定○

着したが、介護サービスが真に所期の効果をあげているかとの観

点、不適正、不正な介護サービスはないかとの観点から改善の余

地があるものと考えている。

介護給付の適正化は喫緊の課題である。しかし、これは機械○

的に給付を削減することではない。常に、提供された介護サービ

スが要介護者の自立支援に繋がるものとなっているか否かという

視点から、介護給付の適正化を考える必要がある。

このためには、ケアカンファレンスの開催が極めて重要であ○

る。

また、介護給付の在り方について指導に当たる行政官が、ケ

アマネジメントの内容の適否を見極める力を身につける必要が

あり、行政担当者が、ケース事例研究会等に積極的に参画する

ことなどを通じて、より一層ケアマネジメントに対する理解を

深めていくことが肝要である。

本年２月から国保連合会の介護給付適正化システムの運用が○

開始されるなど、適正化への取組のための支援体制の整備が進め

られているところである。

○ こうした状況を踏まえ、国、都道府県、市町村（保険者）が

「 」連携して介護給付の適正化に取り組む 介護給付適正化推進運動

を実施することとする。

なお、取組の成果については、都道府県において管下保険者○

の成果を含めて取りまとめていただき、都道府県から厚生労働省

がヒアリングをする予定である。



２．実施期間

、 。○ 初年度は本年10月から実施することとし 次年度以降も実施

３．具体的な取組

（１） 効果的な適正化事業実施例を踏まえた取組

介護給付の適正化に積極的に取り組んでいる保険者（トップ○

ランナー）を目標として、すべての保険者が適正化に取り組む

こととする。

保険者、都道府県が実施している効果的な適正化事業実施例○

（７～２をテーマごとに【資料１】適正化事業の取り組み事例

、 。４頁）としてまとめたので 積極的に取り入れていただきたい

（２） 不正請求、不適切な請求への対応

不正請求や事業所の取消事例が増加していること等を踏ま○

え、適切な介護給付を行うため、サービス提供事業者等の保

険給付について調査（照会）等を行うこととする。

○ 実施に当たっては、都道府県と保険者が適宜連携を図って

いただきたい。

①優先的に調査等を行う事業所の選定基準

○ 以下の選定基準に沿った対応をしていただきたい。

Ⅰ 国保連合会の適正化システムにより特異的な傾向を

示している事業所に対する調査（照会）

【保険者、都道府県】

○ 国保連合会の適正化システムを活用して、以下の特異的な

傾向を示している事業所等を優先して、その給付内容につい

て調査（照会）を行っていただきたい。



○ 市町村には保険者の権限として、保険給付に関する文書提出等

を求める権限（法第２３条）が与えられており、都道府県に任せ

るのではなく、自ら積極的な取組をお願いしたい。

◇支援事業所別認定者の要介護度の変化

→各支援事業所単位の要介護度の改善状況の把握ができ

る。

◇ケアマネジャー１人あたり作成ケアプラン

→支援事業所単位のケアマネジャー１人あたり平均ケア

プラン作成件数の把握ができる。

◇支援事業所別支給限度額割合

→支援事業所単位で、支給限度額に対して、どのくらい

のサービス量のケアプランを作成しているかを把握で

きる。

（ ）◇支援事業所とサービス事業所との同一法人割合 単位数

→各支援事業所が同一法人のサービスをどのくらい組み

込んでいるか把握できる。

◇訪問介護事業所別ヘルパー１人あたりのサービス提供時

間

→ヘルパー１人あたりのサービス時間が極端に長い場合

は、給付費の請求誤りの疑いがあったり、サービス運

用体制に問題があるケースがある。

◇事業所別定員に対する利用割合

→ショートスティ、グループホーム、入所施設等の定員

数に対する利用者割合の把握

☆〔 参考】適正化のための国保連審査支払新システムの活用例【

（２８～３３頁 〕）


